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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 
１【主要な経営指標等の推移】 
提出会社の状況 

 （注）１．当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につい
ては記載しておりません。 

２．売上高には消費税等は含まれておりません。 
３．第６期中の潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、新株予約権残高はありますが、当社は上
場しておらず、かつ店頭登録もしていないため、記載しておりません。 

４．持分法を適用した場合の投資利益については、子会社及び関連会社がありませんので記載しておりません。
５．当社は平成16年11月30日付で１株を２株に株式分割を実施しております。また、平成18年２月１日付で１株
につき４株の株式分割を実施しております。 

回次 第６期中 第７期中 第８期中 第６期 第７期 

会計期間 

自平成16年 
７月１日 
至平成16年 
12月31日 

自平成17年 
７月１日 
至平成17年 
12月31日 

自平成18年 
７月１日 
至平成18年 
12月31日 

自平成16年 
７月１日 
至平成17年 
６月30日 

自平成17年 
７月１日 
至平成18年 
６月30日 

売上高 （千円） 494,111 1,010,113 1,311,428 1,222,318 2,084,157 

経常利益 （千円） 46,459 251,363 374,615 155,445 542,321 

中間（当期）純利益 （千円） 45,877 371,346 219,555 154,387 630,623 

持分法を適用した場合の
投資利益 

（千円） － － － － － 

資本金 （千円） 468,290 1,063,290 1,083,970 1,063,290 1,063,290 

発行済株式総数 （株） 18,202 20,202 83,816 20,202 80,808 

純資産額 （千円） 636,261 2,604,118 3,124,312 2,232,772 2,863,396 

総資産額 （千円） 3,467,727 7,632,582 9,474,587 7,135,746 7,155,982 

１株当たり純資産額 （円） 34,955.60 128,904.02 37,275.84 110,522.35 35,434.57 

１株当たり中間（当期）
純利益金額 

（円） 2,699.97 18,381.66 2,688.43 8,720.43 7,803.98 

潜在株式調整後１株当た
り中間（当期）純利益金
額 

（円） － 17,240.17 2,550.53 8,158.77 7,320.76 

１株当たり配当額 （円） － － － － － 

自己資本比率 （％） 18.3 34.1 33.0 31.3 40.0 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

（千円） 931,197 1,159,108 1,137,144 1,189,810 928,144 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

（千円） △9,267 △53,362 △87,589 △20,918 △431,951 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

（千円） 411,498 △22,721 41,360 1,869,867 △22,721 

現金及び現金同等物の中
間期末（期末）残高 

（千円） 1,831,973 4,620,330 5,101,691 3,537,305 4,010,776 

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数) 

（人） 
18 
(1) 

23 
(1) 

21 
(3) 

20 
(1) 

22 
(1) 
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２【事業の内容】 
 当中間会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はあ
りません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

３【関係会社の状況】 
 当中間会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

４【従業員の状況】 
(1）提出会社の状況 

 （注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は当中間会計期間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

(2）労働組合の状況 
 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  平成18年12月31日現在

従業員数（人） 21(3)  

2448/2007年-3-



第２【事業の状況】 
１【業績等の概要】 
（１）業績 
当中間会計期間におけるわが国の経済は、米国経済の減速感や個人消費の伸び悩みなどにより景気減速の懸念は

あるものの、企業収益の改善や需要の増加を背景にした設備投資の拡大、雇用環境の改善など、全体として景気は

緩やかな回復基調を続けております。 
 このような環境の下、当中間会計期間も引き続き、主事業である決済・物流サービス（econtextゲートウェ
イ）事業拡大に注力しました。当社サービス拠点の拡大としては日本郵政公社との取り組みを拡大し、郵便局ＡＴ
Ｍでのサービス開始により全国約20,000局、24,000台のＡＴＭを新たな支払い拠点として提供を実現、提携コンビ
ニ拠点数約26,000と合わせ、50,000を超える支払い拠点を消費者に提供しております。新サービスとしては「e-id
（イーアイディ）」（携帯電話と郵便局ＡＴＭを連動させ、オンラインゲーム・音楽ダウンロード等に使用できる
コンテンツID販売）やイーバンク銀行が提供する「メルマネ」と当社のサービスを組み合わせた「econtextメルマ
ネ」サービスを拡販しております。「econtextメルマネ」サービスは、当社プラットフォームを活用し、従来の
「消費者が商品代金をＥＣ事業者に支払う」という流れから、商品キャンセル時の返金や、アンケートの謝礼、ア
フィリエイト・プログラムにおけるフィーの送金など「ＥＣ事業者から消費者へお金を支払う」という新たなサー
ビスの流れを提供するものです。これらにより、新規ＥＣ事業者への「econtextゲートウェイ」サービスの導入
や、既存顧客であるＥＣ事業者への継続的アプローチにより当社シェアの拡大を推進しました。 
その結果、当中間会計期間における当社の提携サイト数は11,563サイト（前年同期比3,225サイト増）、取扱高
43,202百万円（同9,126百万円増）、当中間会計期間における決済及び物流件数は5,358千件（同1,129千件増）に
拡大しました。当中間会計期間の業績につきましては、売上高1,311百万円（前年同期比29.8％増）、経常利益374
百万円（同49.0％増）、中間純利益219百万円（同40.9％減）となりました。費用につきましては、販売費及び一
般管理費全体で355百万円（前年同期比36.0％増）となりました。これらの結果、利益剰余金は805百万円となりま
した。 

（２）キャッシュ・フロー 
当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、預り金の増加1,927百万円が未収入
金の増加1,275百万円を652百万円上回ったこと、ならびに税引前中間純利益371百万円等の結果、前事業年度末よ
り1,090百万円増加し5,101百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
営業活動による資金の増加は1,137百万円（前年同期比21百万円の減少）となりました。これは、預り金の増加
額（1,927百万円）が未収入金の増加額（1,275百万円）を上回ったこと、ならびに税引前中間純利益371百万円が
主な要因であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
投資活動に使用した資金は87百万円（同34百万円の増加）となりました。これは、本社事務所移転に伴う差入保
証金の支出38百万円に加え、無形固定資産（ソフトウェア）の取得等による支出によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
財務活動の結果、41百万円の増加となりました。これは、新株予約権の権利行使による株式発行によるものであ
ります。 
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２【生産、受注及び販売の状況】 
(1) 生産実績 
該当事項はありません。 

(2) 受注状況 
econtextゲートウェイ（決済・物流サービス）については、利用件数に応じた料金を課金するサービスであり、
受注販売形態をとっておりません。また、システム開発受託・その他事業において受注販売形態をとっている事
業の受注状況は以下のとおりです。 

(3) 販売実績 
当中間会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりです。 

 （注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 
２．前中間会計期間及び当中間会計期間の主要な販売先及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとお
りです。 

３【対処すべき課題】 
当中間会計期間において当社が対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

４【経営上の重要な契約等】 
当中間会計期間において新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

５【研究開発活動】 
 該当事項はありません。 

事業部門 

当中間会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日） 

受注高（千円） 前年同期比 
（％） 

受注残高 
（千円） 

前年同期比 
（％） 

システム開発受託・その他事業 109,632 753.7 820 ― 

事業部門別 
当中間会計期間 

（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日） 

前年同期比（％） 

econtextゲー
トウェイ 

決済サービス（千円） 1,154,000 122.7 

物流サービス（千円） 35,097 72.6 

小計 1,189,097 120.2 

システム開発受託・その他事業（千円） 122,331 581.3 

合計 1,311,428 129.8 

相手先 

前中間会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

ビットキャッシュ㈱ 436,895 43.3 415,724 31.7 

 ㈱デジタルチェック 110,672 11.0 158,009 12.0 
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第３【設備の状況】 
１【主要な設備の状況】 
当中間会計期間においては、重要な設備投資等は行っておりません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 
当中間会計期間において、前事業年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はありませ
ん。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。 
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第４【提出会社の状況】 
１【株式等の状況】 
(1）【株式の総数等】 
①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成19年３月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の権利行使によ
り発行された株式数は含まれておりません。 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 291,232 

計 291,232 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成18年12月31日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成19年３月16日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 内容 

普通株式 83,816 83,904 
大阪証券取引所 
（ヘラクレス） 

― 

計 83,816 83,904 ― ― 
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(2）【新株予約権等の状況】 
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき特別決議にて発行した新株予約権は、次のとおりでありま
す。 
平成15年９月19日定時株主総会(1) 

 （注）１．新株予約権の行使の条件 
(1) 新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権の行使時においても、当社または関係会社の取締役、監
査役、顧問または従業員であることを要する。 
尚、当社または関係会社の取締役、監査役を任期満了により退任した場合、従業員が定年若しくは会社
都合で退職した場合、その他取締役会で認めた場合はこの限りではない。 

(2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。 
ただし、(3)に規定する新株予約権割当に関する契約に定める条件による。 

(3) 上記の他、権利行使の条件については、本総会及び同日開催された取締役会における新株予約権発行の
取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権割当ての対象となる当社及び関係会社の取締役、監査役、
顧問または従業員との間で個別に締結する新株予約権割当てに関する契約に定めるところによる。 

２．各新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額 
各新株予約権１個当たりの払込金額は金110,000円とする（以下「払込価額」という。）。 
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合をおこなう場合は、次の算式により払込価額を調
整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

また、新株予約権発行日後に、払込価額を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分をおこなう場合
（新株予約権の行使の場合を除く。）は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる１円未満の
端数は切り上げる。 

上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除し
た数とし、また、自己株式を処分する場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える
ものとする。 

３．平成16年11月30日をもって１株につき２株の株式分割を、また平成18年２月１日をもって１株につき４株と
する株式分割を実施しております。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の
払込金額、発行価格及び資本組入額が調整されております。 

  中間会計期間末現在 
（平成18年12月31日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年２月28日） 

新株予約権の数（個） 150 150 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,200（注）３ 1,200（注）３ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 13,750（注）３ 13,750（注）３ 

新株予約権の行使期間 
平成18年９月20日から 
平成25年９月18日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価額   13,750 
資本組入額   6,875 

（注）３ 

発行価額   13,750 
資本組入額   6,875 

（注）３ 

新株予約権の行使の条件 （注）１ （注）１ 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するに
は取締役会の承認を必要
とする。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ―  

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  ― ― 

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 × 
１ 

分割または併合の比率 

        
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数 × １株当たりの払込金額 

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 × 
調整前払込価額 

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 
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平成15年９月19日定時株主総会(2) 

 （注）１．新株予約権の行使の条件 
(1) 新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権の行使時においても、当社または関係会社の取締役、監
査役、顧問または従業員であることを要する。 
尚、当社または関係会社の取締役、監査役を任期満了により退任した場合、従業員が定年若しくは会社
都合で退職した場合、その他取締役会で認めた場合はこの限りではない。 

(2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。 
ただし、(3)に規定する新株予約権割当に関する契約に定める条件による。 

(3) 上記の他、権利行使の条件については、本総会及び平成16年８月26日に開催された取締役会における新
株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権割当ての対象となる当社及び関係会社の取
締役、監査役、顧問または従業員との間で個別に締結する新株予約権割当てに関する契約に定めるとこ
ろによる。 

２．各新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額 
各新株予約権１個当たりの払込金額は金110,000円とする（以下「払込価額」という。）。 
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合をおこなう場合は、次の算式により払込価額を調
整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

また、新株予約権発行日後に、払込価額を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分をおこなう場合
（新株予約権の行使の場合を除く。）は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる１円未満の
端数は切り上げる。 

上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除し
た数とし、また、自己株式を処分する場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える
ものとする。 

３．平成16年11月30日をもって１株につき２株の株式分割を、また平成18年２月１日をもって１株につき４株と
する株式分割を実施しております。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の
払込金額、発行価格及び資本組入額が調整されております。 

  中間会計期間末現在 
（平成18年12月31日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年２月28日） 

新株予約権の数（個） 163 152 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ―  

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,304（注）３ 1,216（注）３ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 13,750（注）３ 13,750（注）３ 

新株予約権の行使期間 
平成18年９月20日から 
平成25年９月18日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価額   13,750 
資本組入額   6,875 

（注）３ 

発行価額   13,750 
資本組入額   6,875 

（注）３ 

新株予約権の行使の条件 （注）１ （注）１ 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するに
は取締役会の承認を必要
とする。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― ― 

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 × 
１ 

分割または併合の比率 

        
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数 × １株当たりの払込金額 

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 × 
調整前払込価額 

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 
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 平成17年９月21日定時株主総会 

 （注）１．新株予約権の行使の条件 
(1) 新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権の行使時においても、当社または関係会社の取締役、監
査役、顧問または従業員であることを要する。 
尚、当社または関係会社の取締役、監査役を任期満了により退任した場合、従業員が定年若しくは会社
都合で退職した場合、その他取締役会で認めた場合はこの限りではない。 

(2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。 
ただし、(3)に規定する新株予約権割当に関する契約に定める条件による。 

(3) 上記の他、権利行使の条件については、本総会及び平成18年1月24日に開催された取締役会における新
株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権割当ての対象となる当社及び関係会社の取
締役、監査役、顧問または従業員との間で個別に締結する新株予約権割当てに関する契約に定めるとこ
ろによる。 

２．各新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額 
各新株予約権１個当たりの払込金額は金1,890,000円とする（以下「払込価額」という。）。 
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合をおこなう場合は、次の算式により払込価額を調
整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

また、新株予約権発行日後に、払込価額を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合（新株
予約権の行使の場合を除く。）は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は
切り上げる。 

上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除し
た数とし、また、自己株式を処分する場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える
ものとする。 

３．平成18年２月１日をもって株式１株を４株に分割しております。これにより、新株予約権の目的となる株式
の数、新株予約権の行使時の払込金額、発行価格及び資本組入額が調整されております。 

  中間会計期間末現在 
（平成18年12月31日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年２月28日） 

新株予約権の数（個） 198 198 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ―  

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 792（注）３ 792（注）３ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 472,500（注）３ 472,500（注）３ 

新株予約権の行使期間 
平成19年９月22日から 
平成24年９月21日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価額  472,500  
資本組入額 236,250 

（注）３ 

発行価額  472,500  
資本組入額 236,250 

（注）３ 

新株予約権の行使の条件 （注）１ （注）１ 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するに
は取締役会の承認を必要
とする。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― ― 

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 × 
１ 

分割または併合の比率 

        
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数 × １株当たりの払込金額 

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 × 
新規株式発行前の１株当たりの時価 

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 
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(3）【ライツプランの内容】 
該当事項はありません。 

(4）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

 （注）１．新株予約権の行使による増加（普通株式3,008株）であります。 
２．平成19年１月１日から半期報告書提出日の前月末（平成19年２月28日）までの間に、新株予約権の行使によ
り、発行済株式総数が88株、資本金及び資本準備金がそれぞれ605千円増加しております。 

(5）【大株主の状況】 

（注）上記日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数については、当社と
して把握することができないため記載しておりません。 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額 
（千円） 

資本金残高 
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成18年７月１日～ 
平成18年12月31日 

3,008 83,816 20,680 1,083,970 20,680 1,234,919 

  平成18年12月31日現在

氏名又は名称 住所 所有株式数 
（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％） 

株式会社デジタルガレージ 東京都渋谷区富ヶ谷２丁目43番15号山崎ビル 37,757 45.05 

株式会社ジャストプランニング 東京都大田区西蒲田７丁目35－１宝栄ビル２F 3,172 3.78 

 株式会社ローソン  大阪府吹田市豊津町９番１号 2,918 3.48 

 株式会社日立システムアンド 
 サービス 

 東京都港区港南２丁目18番１号 1,880 2.24 

ＴＩＳ株式会社 大阪府吹田市江の木町11－30 1,800 2.15 

有限会社ケィ・ガレージ 東京都渋谷区大山町18－７ 1,432 1.71 

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社 

東京都港区浜松町２丁目11番３号  1,382 1.65 

ザ バンク オブ ニューヨー
ク ノントリーティー ジャス
デック アカウント 

東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 1,327 1.58 

株式会社日立製作所 
東京都中央区晴海１－８－12晴海アイランド
トリトンスクエアオフィスタワーＺ棟 

1,156 1.38 

林 郁 東京都渋谷区 1,120 1.34 

計 － 53,944 64.36 
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(6）【議決権の状況】 
①【発行済株式】 

②【自己株式等】 

２【株価の推移】 
【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、大阪証券取引所ヘラクレスにおけるものであります。 

３【役員の状況】 
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 
(1）新任役員 
該当事項はありません。 

(2）退任役員 

(3）役職の異動 

  平成18年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ― 

議決権制限株式（その他） ― ― ― 

完全議決権株式（自己株式等） ― ― ― 

完全議決権株式（その他） 普通株式  83,815 83,815 ― 

端株 普通株式    １  ― ― 

発行済株式総数 83,816 ― ― 

総株主の議決権 ― 83,815 ― 

  平成18年12月31日現在

所有者の氏名又
は名称 所有者の住所 自己名義所有株

式数（株） 
他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

― ― ― ― ― ― 

計 ― ― ― ― ― 

月別 平成18年７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 

最高（円） 370,000 382,000 333,000 296,000 311,000 264,000 

最低（円） 267,000 295,000 267,000 202,000 243,000 200,000 

役名 職名 氏名 退任年月日 

取締役 
運用本部管掌  
兼 システム本部長 

宮城 克郎 平成19年１月25日 

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日 

取締役 

経営企画本部管掌  
兼 営業本部管掌  
兼 運用本部管掌  
兼 システム本部管掌 

取締役  
経営企画本部管掌 
兼 営業本部管掌 

小野 武雄 平成18年12月21日 

取締役  運用本部長 兼 システム本部長 取締役  運用本部長 酒井 好孝 平成18年12月21日 
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第５【経理の状況】 

１．中間財務諸表の作成方法について 
当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38
号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 
なお、前中間会計期間（平成17年７月１日から平成17年12月31日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ
き、当中間会計期間（平成18年７月１日から平成18年12月31日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて
作成しております。 

２．監査証明について 
当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間会計期間（平成17年７月１日から平成17年12月31日ま
で）及び当中間会計期間（平成18年７月１日から平成18年12月31日まで）の中間財務諸表について、新日本監査法
人により中間監査を受けております。 

３．中間連結財務諸表について 
当社は子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。 
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【中間財務諸表等】 
(1）【中間財務諸表】 
①【中間貸借対照表】 

    前中間会計期間末 
（平成17年12月31日） 

当中間会計期間末 
（平成18年12月31日） 

前事業年度 
（平成18年６月30日） 

区分 注記 
番号 金額（千円） 構成比 

（％） 金額（千円） 構成比 
（％） 金額（千円） 構成比 

（％） 

（資産の部）                

Ⅰ 流動資産                

１ 現金及び預金     4,620,330   5,101,691    4,010,776  

２ 未収入金     2,722,056   3,682,323    2,503,397  

３ 未収手数料     15,346   108,381    12,027  

４ 貯蔵品     135   48    31  

５ 前払費用     3,905   6,610    5,219  

６ 前渡金     ―   46,140    71,385  

７ 繰延税金資産     121,328   7,917    89,947  

８ その他     1,770   1,164    1,252  

９ 貸倒引当金     △967   △1,154    △689  

流動資産合計     7,483,906 98.1  8,953,122 94.5   6,693,350 93.5 

Ⅱ 固定資産                

１ 有形固定資産                

(1）建物付属設備   8,030    16,149   8,249    

減価償却累計額   △5,381 2,648  △569 15,580  △5,748 2,500  

(2）工具器具及び備品   27,805    47,426   45,176    

減価償却累計額   △7,950 19,855  △16,862 30,563  △13,456 31,720  

有形固定資産合計     22,504 0.3  46,143 0.5   34,220 0.5 

２ 無形固定資産                

(1）商標権     2,021   2,177    1,797  

(2）ソフトウェア     103,360   395,151    406,968  

(3）電話加入権     631   631    631  

無形固定資産合計     106,013 1.4  397,960 4.2   409,397 5.7 

３ 投資その他の資産                

(1）差入保証金     10,848   49,593    10,848  

(2）長期前払費用     9,309   27,767    8,166  

投資その他の資産合計     20,157 0.2  77,360 0.8   19,014 0.3 

固定資産合計     148,676 1.9  521,464 5.5   462,632 6.5 

資産合計     7,632,582 100.0  9,474,587 100.0   7,155,982 100.0 
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    前中間会計期間末 
（平成17年12月31日） 

当中間会計期間末 
（平成18年12月31日） 

前事業年度 
（平成18年６月30日） 

区分 注記 
番号 金額（千円） 構成比 

（％） 金額（千円） 構成比 
（％） 金額（千円） 構成比 

（％） 

（負債の部）                

Ⅰ 流動負債                

１ 未払金     105,173   94,032    45,017  

２ 未払費用     1,269   1,369    1,294  

３ 未払法人税等     4,539   75,186    6,261  

４ 預り金     1,657   3,069    2,314  

５ サイト預り金     4,896,392   6,146,823    4,222,096  

６ その他 ※１   19,432   29,793    15,601  

流動負債合計     5,028,463 65.9  6,350,275 67.0   4,292,585 60.0 

負債合計     5,028,463 65.9  6,350,275 67.0   4,292,585 60.0 
                 
（資本の部）                

Ⅰ 資本金     1,063,290 13.9  ― ―   ― ― 

Ⅱ 資本剰余金                

１ 資本準備金   1,214,239    ―   ―    

資本剰余金合計     1,214,239 15.9  ― ―   ― ― 

Ⅲ 利益剰余金                

１ 中間未処分利益   326,589    ―   ―    

利益剰余金合計     326,589 4.3  ― ―   ― ― 

資本合計     2,604,118 34.1  ― ―   ― ― 

負債及び資本合計     7,632,582 100.0  ― ―   ― ― 
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    前中間会計期間末 
（平成17年12月31日） 

当中間会計期間末 
（平成18年12月31日） 

前事業年度 
（平成18年６月30日） 

区分 注記 
番号 金額（千円） 構成比 

（％） 金額（千円） 構成比 
（％） 金額（千円） 構成比 

（％） 

（純資産の部）                

Ⅰ 株主資本                

１ 資本金     ― ―  1,083,970 11.5   1,063,290 14.8 

２ 資本剰余金                

(1) 資本準備金   ―    1,234,919   1,214,239    

資本剰余金合計     ― ―  1,234,919 13.0   1,214,239 17.0 

３ 利益剰余金                

(1) その他利益剰余金                

繰越利益剰余金   ―    805,423   585,867    

利益剰余金合計     ― ―  805,423 8.5   585,867 8.2 

株主資本合計     ― ―  3,124,312 33.0   2,863,396 40.0 

純資産合計     ― ―  3,124,312 33.0   2,863,396 40.0 

負債純資産合計     ― ―  9,474,587 100.0   7,155,982 100.0 
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②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

区分 注記 
番号 金額（千円） 百分比

（％） 金額（千円） 百分比
（％） 金額（千円） 百分比

（％） 

Ⅰ 売上高    1,010,113 100.0  1,311,428 100.0   2,084,157 100.0 

Ⅱ 売上原価    496,725 49.2  580,602 44.3   989,981 47.5 

売上総利益    513,388 50.8  730,826 55.7   1,094,175 52.5 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  261,337 25.8  355,524 27.1   551,154 26.4 

営業利益    252,050 25.0  375,302 28.6   543,020 26.1 

Ⅳ 営業外収益               

１ 受取利息   14    215   32    

２ 雑収入   0 14 0.0 22 238 0.0 0 32 0.0 

Ⅴ 営業外費用               

１ 株式交付費   ―    844   ―    

２ 支払利息   ―    80   ―    

３ 雑支出   701 701 0.1 ― 924 0.0 731 731 0.0 

経常利益    251,363 24.9  374,615 28.6   542,321 26.0 

Ⅵ 特別利益               

１ 貸倒引当金戻入益   121    ―   398    

２ その他   ― 121 0.0 33 33 0.0 ― 398 0.0 

Ⅶ 特別損失               

１ 固定資産除却損 ※２ 989    2,679   989    

２ その他   0 989 0.1 55 2,734 0.2 105 1,094 0.1 

税引前中間（当
期）純利益    250,495 24.8  371,914 28.4   541,625 26.0 

法人税、住民税及
び事業税   477    70,328   950    

法人税等調整額   △121,328 △120,850 △12.0 82,030 152,358 11.6 △89,947 △88,997 △4.3 

中間（当期）純利
益    371,346 36.8  219,555 16.8   630,623 30.3 

前期繰越損失    44,756   ―    ―  

中間未処分利益    326,589   ―    ―  
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③【中間株主資本等変動計算書】 
当中間会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成18年12月31日） 

前事業年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 

 

株主資本 

純資産 
合計 資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本 
合計 資本準備金 

資本 
剰余金 
合計 

その他 
利益剰余金 利益 

剰余金 
合計 繰越利益 

剰余金 

平成18年６月30日 残高 
（千円） 

1,063,290 1,214,239 1,214,239 585,867 585,867 2,863,396 2,863,396 

中間会計期間中の変動額              

新株の発行 20,680 20,680 20,680     41,360 41,360 

中間純利益       219,555 219,555 219,555 219,555 

中間会計期間中の変動額合計
（千円） 

20,680 20,680 20,680 219,555 219,555 260,915 260,915 

平成18年12月31日 残高 
（千円） 

1,083,970 1,234,919 1,234,919 805,423 805,423 3,124,312 3,124,312 

 

株主資本 

純資産 
合計 資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本 
合計 資本準備金 

資本 
剰余金 
合計 

その他 
利益剰余金 利益 

剰余金 
合計 繰越利益 

剰余金 

平成17年６月30日 残高 
（千円） 

1,063,290 1,214,239 1,214,239 △44,756 △44,756 2,232,772 2,232,772 

事業年度中の変動額              

当期純利益       630,623 630,623 630,623 630,623 

事業年度中の変動額合計 
（千円） 

― ― ― 630,623 630,623 630,623 630,623 

平成18年６月30日 残高 
（千円） 

1,063,290 1,214,239 1,214,239 585,867 585,867 2,863,396 2,863,396 
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④【中間キャッシュ・フロー計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

区分 注記 
番号 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー         

税引前中間（当期）純利
益   250,495 371,914 541,625 

減価償却費   2,256 6,870 8,128 

長期前払費用償却費   1,156 1,398 2,574 

商標権償却費   224 234 449 

ソフトウェア償却費   13,009 52,967 47,028 

受取利息及び受取配当金   △14 △215 △32 

支払利息   ― 80 ― 

有形固定資産除却損   989 2,679 989 

有形固定資産売却損   ― 55 ― 

未収入金の増減額
（△：増加）   771,314 △1,275,279 993,292 

たな卸資産の増減額
（△：増加）   140 △16 244 

前渡金の増加額 
（△：増加）   ― 25,245 △71,385 

前払費用の増減額
（△：増加）   △1,474 △1,390 △2,789 

未払金の増減額
（△：減少）   37,213 34,566 157 

未払費用の増減額
（△：減少）   204 75 229 

預り金の増減額
（△：減少）   94,507 1,927,782 △580,467 

未払消費税の増減額
（△：減少）   △6,509 11,891 △9,003 

貸倒引当金の増減額
（△：減少）   △121 464 △398 

その他   △3,347 △21,322 △1,580 

小計   1,160,044 1,138,002 929,062 

利息及び配当金の受取額   14 215 32 

利息の支払額   ― △80 ― 

法人税等の支払額   △950 △993 △950 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー   1,159,108 1,137,144 928,144 
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前中間会計期間 

（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

区分 注記 
番号 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー         

有形固定資産の取得に
よる支出   △12,781 △5,689 △33,420 

有形固定資産の売却に
よる収入   ― 178 ― 

無形固定資産の取得に
よる支出   △36,534 △43,334 △394,212 

その他   ― △38,745 ― 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー   △53,362 △87,589 △431,951 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー         

短期借入による収入   ― 150,000 ― 

短期借入金の返済による
支出   ― △150,000 ― 

株式の発行による収入   ― 41,360 ― 

株式の上場に伴う支出   △22,721 ― △22,721 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー   △22,721 41,360 △22,721 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減
額（△：減少）   1,083,024 1,090,914 473,471 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
期首残高   3,537,305 4,010,776 3,537,305 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 ※ 4,620,330 5,101,691 4,010,776 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

１ 固定資産の減価償却の方
法 

(1）有形固定資産 
定率法を採用しております。 
なお、主な耐用年数は以下の
とおりであります。 

(1）有形固定資産 
同左 

  

(1) 有形固定資産 
同左 

  

  建物（建物付属
設備） 

６年～16年

工具器具及び備
品 

２年～18年

   

   

   

   

  (2）無形固定資産 
定額法を採用しております。 
なお、自社利用のソフトウェ
アについては社内における利
用可能期間（５年）に基づい
ております。 

(2）無形固定資産 
同左 

  

(2) 無形固定資産 
同左 

  

２ 繰延資産の処理方法 新株発行費 
支出時に全額費用処理しており
ます。 

株式交付費 
同左 

新株発行費 
同左 

３ 引当金の計上基準 貸倒引当金 
債権の貸倒損失に備えるため、
一般債権については貸倒実績率
により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能
性を勘案し、回収不能見込額を
計上しております。 

貸倒引当金 
同左 

貸倒引当金 
同左 

４ リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転
すると認められるもの以外のファ
イナンス・リース取引については
通常の賃貸借取引に係る方法に準
じた会計処理によっております。 

同左 同左 

５ 中間キャッシュ・フロー
計算書（キャッシュ・フ
ロー計算書）における資
金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預
金及び容易に換金可能であり、か
つ価値の変動について僅少なリス
クしか負わない取得日から３ヶ月
以内に償還期限の到来する短期投
資からなっております。 

同左 同左 

６ その他中間財務諸表（財
務諸表）作成のための基
本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 
税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 
同左 

消費税等の会計処理 
同左 

2448/2007年-21-



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

 （固定資産の減損に係る会計基準） 
 当中間会計期間より、固定資産の減損に係
る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基
準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 
平成14年８月９日）及び「固定資産の減損に
係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適
用指針第６号 平成15年10月31日）を適用し
ております。これによる損益に与える影響は
ありません。 

― （固定資産の減損に係る会計基準） 
 当事業年度より、固定資産の減損に係る会
計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の
設定に関する意見書」（企業会計審議会 平
成14年８月９日）及び「固定資産の減損に係
る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用
指針第６号 平成15年10月31日）を適用して
おります。これによる損益に与える影響はあ
りません。 

― ― （貸借対照表の純資産の部に関する会計基準） 
当事業年度より、「貸借対照表の純資産の
部の表示に関する会計基準」（企業会計基準
第５号 平成17年12月９日）及び「貸借対照
表の純資産の部の表示に関する会計基準等の
適用指針」（企業会計基準適用指針第８号平
成17年12月９日）を適用しております。 
 従来の資本の部の合計に相当する金額は
2,863,396千円であります。 
 なお、財務諸表等規則の改正により、当事
業年度における貸借対照表の純資産の部につ
いては、改正後の財務諸表等規則により作成
しております。 
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注記事項 
（中間貸借対照表関係） 

（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間末 
（平成17年12月31日） 

当中間会計期間末 
（平成18年12月31日） 

前事業年度 
（平成18年６月30日） 

※１ 消費税等の取扱い 
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相
殺のうえ、金額的重要性が乏しいた
め、流動負債の「その他」に含めて表
示しております。 

※１       同左 ※１       ― 

２        ― ２        ― ２  新株予約権を会社法施行日前に付与
しておりますが、当事業年度の財務
諸表等に与える影響はありません。 

前中間会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

※１ 減価償却実施額 
有形固定資産 2,256千円
無形固定資産 13,233千円

※１ 減価償却実施額 
有形固定資産 6,870千円
無形固定資産 53,201千円

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合
は28％、一般管理費に属する費用のお
およその割合は72％であります。 
販売費及び一般管理費の主なもの 
給与手当 128,656千円
減価償却費 58,180千円
保守保安料 34,167千円
リース料 81,499千円
支払手数料 74,974千円
役員報酬 49,350千円

※２        ― ※２ 固定資産除却損2,679千円の内訳は、
以下の通りです。 
建物附属設備 2,252千円 
工具器具及び備品 426千円 

※２ 固定資産除却損989千円の内訳は、以下
の通りです。 
建物附属設備 794千円 
工具器具及び備品 194千円 
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（中間株主資本等変動計算書関係） 
当中間会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成18年12月31日） 
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

（注）普通株式の増加3,008株は、新株予約権の権利行使日（平成18年９月20日）が到来したことにより当中間会計期
間中に権利行使されたことによる増加であります。 

２．自己株式の種類及び株数に関する事項 
該当事項はありません。 

３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 
新株予約権を会社法施行日前に付与しておりますが、当中間会計年度の財務諸表等に与える影響はありませ
ん。 

４．配当に関する事項 
剰余金の配当はありません。 

前事業年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

（注）普通株式の増加60,606株は、平成18年２月１日に１：４の株式分割を実施したことによる増加であります。 

２．自己株式の種類及び株数に関する事項 
該当事項はありません。 

３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 
新株予約権を会社法施行日前に付与しておりますが、当事業年度の財務諸表等に与える影響はありません。 

４．配当に関する事項 
剰余金の配当はありません。 

 
前事業年度末株式数 

（株） 
当中間会計期間 
増加株式数（株） 

当中間会計期間 
減少株式数（株） 

当中間会計 
期間末株式数（株） 

発行済株式        

普通株式（注） 80,808 3,008 ― 83,816 

合計 80,808 3,008 ― 83,816 

 
前期末株式数 
（株） 

当期増加株式数 
（株） 

当期減少株式数 
（株） 当期末株式数（株） 

発行済株式        

普通株式（注） 20,202 60,606 ― 80,808 

合計 20,202 60,606 ― 80,808 
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（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中
間貸借対照表に掲記されている科目の金
額との関係 

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中
間貸借対照表に掲記されている科目の金
額との関係 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対
照表に掲記されている科目の金額との関
係 

平成17年12月31日現在 平成18年12月31日現在 平成18年６月30日現在 
現金及び預金 4,620,330千円

現金及び現金同等物 4,620,330千円

現金及び預金 5,101,691千円

現金及び現金同等物 5,101,691千円

現金及び預金 4,010,776千円

現金及び現金同等物 4,010,776千円

前中間会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

リース物件の所有者が借主に移転すると認め
られるもの以外のファイナンス・リース取引 
（借主側） 
①リース物件の取得価額相当額、減価償却累
計額相当額、減損損失累計額相当額及び中
間期末残高相当額 

リース物件の所有者が借主に移転すると認め
られるもの以外のファイナンス・リース取引 
（借主側） 
①リース物件の取得価額相当額、減価償却累
計額相当額、減損損失累計額相当額及び中
間期末残高相当額 

リース物件の所有者が借主に移転すると認め
られるもの以外のファイナンス・リース取引 
（借主側） 
①リース物件の取得価額相当額、減価償却累
計額相当額、減損損失累計額相当額及び期
末残高相当額 

  
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

中間期末
残高相当
額 
（千円） 

工具器具及
び備品 79,882 27,283 52,599 

ソフトウェ
ア 267,948 174,836 93,111 

合計 347,831 202,120 145,710 

  
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

中間期末
残高相当
額 
（千円） 

工具器具及
び備品 81,073 41,611 39,461 

ソフトウェ
ア 267,948 231,261 36,687 

合計 349,021 272,872 76,149 

 
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円） 

工具器具及
び備品 81,073 33,102 47,970 

ソフトウェ
ア 280,467 205,953 74,513 

合計 361,541 239,056 122,484 

②未経過リース料中間期末残高相当額等 
未経過リース料中間期末残高相当額 

②未経過リース料中間期末残高相当額等 
未経過リース料中間期末残高相当額 

②未経過リース料期末残高相当額等 
未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 75,920千円
１年超 75,635千円

合計 151,555千円

１年以内 39,762千円
１年超 39,538千円

合計 79,300千円

１年以内 64,498千円
１年超 63,047千円

合計 127,546千円
③支払リース料、リース資産減損勘定の取崩
額、減価償却費相当額、支払利息相当額及
び減損損失 

③支払リース料、リース資産減損勘定の取崩
額、減価償却費相当額、支払利息相当額及
び減損損失 

③支払リース料、リース資産減損勘定の取崩
額、減価償却費相当額、支払利息相当額及
び減損損失 

支払リース料 39,922千円
減価償却費相当額 36,601千円
支払利息相当額 3,064千円

支払リース料 40,059千円
減価償却費相当額 36,720千円
支払利息相当額 1,633千円

支払リース料 82,216千円
減価償却費相当額 75,349千円
支払利息相当額 5,758千円

④減価償却費相当額及び利息相当額の算定方
法 
減価償却費相当額の算定方法 
・リース期間を耐用年数とし、残存価額を
零とする定額法によっております。 

④減価償却費相当額及び利息相当額の算定方
法 
減価償却費相当額の算定方法 

同左 

④減価償却費相当額及び利息相当額の算定方
法 
減価償却費相当額の算定方法 

同左 

利息相当額の算定方法 
・リース料総額とリース物件の取得価額相
当額との差額を利息相当額とし、各期へ
の配分方法については、利息法によって
おります。 

利息相当額の算定方法 
同左 

利息相当額の算定方法 
同左 

（減損損失について） 
リース資産に配分された減損損失はありま
せん。 

（減損損失について） 
同左 

（減損損失について） 
同左 
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（有価証券関係） 
前中間会計期間末（平成17年12月31日） 
該当事項はありません。 

当中間会計期間末（平成18年12月31日） 
該当事項はありません。 

前事業年度末（平成18年６月30日） 
該当事項はありません。 

（デリバティブ関係） 
前中間会計期間（自 平成17年７月１日 至 平成17年12月31日） 
デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

当中間会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成18年12月31日） 
デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 
デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 
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（ストック・オプション等関係） 
当中間会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成18年12月31日） 
１．ストック・オプションにかかる当中間会計期間における費用計上額及び科目名 
該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 
１．ストック・オプションにかかる当事業年度における費用計上額及び科目名 
該当事項はありません。 

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 
(1)ストック・オプションの内容 

（注）１．株式数に換算して記載しております。 
２．権利行使条件は以下のとおりです。 
①新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時においても、当社または当社の関係会社の取
締役、監査役、顧問または従業員であることを要する。 
②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。ただし、③に規定する新
株予約権に関する契約に定める条件による。 
③上記の他、権利行使の条件については、当社と本新株予約権割当の対象となる当社及び当社の関係
会社の取締役、監査役、顧問または従業員との間で個別に契約する新株予約権割当に関する契約に
定めるところによる。 

(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況 
当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、
株式数に換算して記載しております。 

  平成15年ストック・オプション 平成16年ストック・オプション平成18年ストック・オプション 

付与対象者の区分 
及び数 

当社の顧問 1名 
当社の取締役、監査役、従業
員及び顧問 28名 

当社の取締役、監査役、従業
員 29名 

ストック・オプショ
ンの数（注）１ 

普通株式  1,200株 普通株式 4,376株 普通株式 800株 

付与日 平成15年９月19日 平成16年８月26日  平成18年１月24日  

権利確定条件 付与されておりません。 同左 同左 

 権利行使の条件 （注）２ 同左 同左 

対象勤務期間 定めがありません 同左 同左 

権利行使期間 
自 平成18年9月20日 
至 平成25年9月18日 

自 平成18年9月20日 
至 平成25年9月18日 

自 平成19年9月22日 
至 平成24年9月21日 
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①ストック・オプションの数 

②単価情報 

３．個別財務諸表への影響額 
ストック・オプション制度による株式報酬費用はありません。 

（持分法損益等） 
前中間会計期間（自 平成17年７月１日 至 平成17年12月31日） 
子会社及び関連会社がありませんので、該当事項はありません。 

当中間会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成18年12月31日） 
子会社及び関連会社がありませんので、該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 
子会社及び関連会社がありませんので、該当事項はありません。 

 

平成15年 
ストック・オプション 

平成16年 
ストック・オプション 

平成18年 
ストック・オプション 

権利確定前    （株）      

前事業年度末 1,200 4,320 ― 
付与 ― ― 800 
失効 ― 8 8 
権利確定 ― ― ― 
未確定残 1,200 4,312 792 

       

※権利行使期間が到来して
おりませんので、確定後
数値はありません。 

― 
  

  

― 
  

  

― 
  
  

       

    
平成15年 

ストック・オプション  
平成16年 

ストック・オプション 
平成18年 

ストック・オプション 

権利行使価格 （円） 13,750 13,750 472,500 

行使時平均単価 （円） ― ― ― 

公正な評価単価（付与日） （円） ― ― ― 
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（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎
は、以下のとおりであります。 

前中間会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

1株当たり純資産額 128,904円02銭 

1株当たり中間純
利益金額 18,381円66銭

1株当たり純資産額  37,275円84銭

1株当たり中間純
利益金額 2,688円43銭

１株当たり純資産額 35,434円57銭

１株当たり当期純
利益金額 7,803円98銭

潜在株式調整後１株当たり中間純利益
金額      17,240円17銭 

潜在株式調整後１株当たり中間純利益
金額        2,550円53銭 
当社は、平成18年２月１日付で株式１
株につき４株の株式分割を行っており
ます。 
なお、当該株式分割が前期首に行われ
たと仮定した場合の前中間会計期間に
おける１株当たり情報については、以
下のとおりとなります。 
１株当たり純資産額  32,226円00銭 
１株当たり中間純利益金額 
            4,595円42銭 
潜在株式調整後１株当たり中間純利益
金額 

 4,310円04銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益
金額         7,320円76銭 
当社は、平成18年２月１日付で株式１
株につき４株の株式分割を行っており
ます。 
なお、当該株式分割が前期首に行われ
たと仮定した場合の前事業年度におけ
る１株当たり情報については、以下の
とおりとなります。 
１株当たり純資産額  27,630円59銭 
１株当たり当期純利益金額 
            2,180円11銭 
潜在株式調整後１株当たり当期純利益
金額 

2,039円69銭 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

１株当たり中間（当期）純利益金額      

中間（当期）純利益（千円） 371,346 219,555 630,623 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ― 

普通株式に係る中間（当期）純利益
（千円） 

371,346 219,555 630,623 

普通株式の期中平均株式数（株） 20,202 81,667 80,808 

       

潜在株式調整後１株当たり中間（当
期）純利益金額 

     

中間（当期）純利益調整額（千円） ― ― ― 

普通株式増加数（株） 1,337 4,415 5,333 

（うち新株予約権）  （1,337） （4,415） （5,333） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式
調整後１株当たり中間（当期）純利益
の算定に含めなかった潜在株式の概要
（株式数換算） 

― 平成17年９月21日定時
株主総会決議及び平成
18年１月24日取締役会
決議による第３回新株
予約権792株 

同左 
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（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

当社は、平成17年12月2日開催の当
社取締役会決議に基づき、次のよう
に株式分割による新株式を発行して
おります。 
１．株式分割 
(1)分割により増加する株式数 
 普通株式      60,606株 
(2)分割方法 
平成18年1月31日最終の株主名簿及
び実質株主名簿に記載又は記録され
た株主の所有株式数を、１株につき
４株の割合をもって分割します。 
(3)配当起算日 
 平成18年1月1日 
 当該株式分割が前期首に行われた
と仮定した場合の前中間会計期間及
び前事業年度における1株当たり情
報並びに当期期首に行われたと仮定
した場合の当中間会計期間における
１株当たり情報は、それぞれ以下の
とおりとなります。 

前中間会計
期間 

当中間会計
期間 

前事業年度 

１株当たり
純資産額 
8,738円90
銭 
１株当たり
中間純利益
金額 
674円99銭 
なお、潜在
株式調整後
１株当たり
中間純利益
について
は、新株予
約権残高は
あります
が、当社は
非上場であ
り、かつ店
頭登録して
いないた
め、期中平
均株価が把
握できませ
んので、記
載しており
ません。 

１株当たり
純資産額 
32,226円00
銭  
１株当たり
中間純利益
金額 
4,595円42
銭 
潜在株式調
整後１株当
たり中間純
利益金額
4,310円04
銭 

１株当たり
純資産額 
27,630円59
銭 
１株当たり
当期純利益
金額 
2,180円11
銭 
潜在株式調
整後１株当
たり当期純
利益金額 
2,039円69
銭 

     

 該当事項はありません。 同左 
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前中間会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

２．ストックオプションの付与  
 当社は、商法第280条ノ20及び第
280条ノ21の規定に基づき、平成17年
９月21日開催の第６回定時株主総会
及び平成18年１月24日開催の取締役
会においてストックオプションとし
て新株予約権の発行を決議し、同日
付で発行しております。 
(1)発行した新株予約権の数 
  200個 
(2)新株予約権の目的となる株式の種
類及び数 
  普通株式200株 
(3)新株予約権の発行価額 
  無償 
(4)新株予約権の行使時の払込金額 
  １株当たり1,890,000円 
(5)新株予約権の行使により株式を発
行する場合の株式の発行価格及び資
本組入額 
  発行価格 1,890,000円 
  資本組入額 945,000円 
(6)新株予約権の行使期間 
平成19年９月22日から平成24年９月
21日まで 
(7)新株予約権の行使の条件 
①新株予約権の割当を受けた者は、
新株予約権の行使時においても、当
社または当社の関係会社の取締役、
監査役顧問または従業員であること
を要する。なお、当社または当社の
関係会社の取締役を任期満了により
退任した場合、従業員が定年若しく
は会社都合で退職した場合、その他
取締役会で認めた場合はこの限りで
はない。 
②新株予約権者が死亡した場合は、
相続人がこれを行使できるものとす
る。ただし、③に規定する新株予約
権割当に関する契約に定める条件に
よる。 
③上記の他、権利行使の条件につい
ては本総会及び新株予約権発行の取
締役会決議に基づき、当社と本新株
予約権割当の対象となる当社及び当
社の関係会社の取締役、監査役、顧
問または従業員との間で個別に締結
する新株予約権割当に関する契約に
定めるところによる。  
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前中間会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

３．当社基幹システムのプログラム
譲受に関する契約の締結 
(1)譲受を必要とする理由 
当社が事業運営において使用してい
るシステムの基幹部分にあたるプロ
グラムはその所有権及び著作権を株
式会社ローソンが所有しておりま
す。しかしながら継続的に安定した
サービスを提供するためには当該プ
ログラムを自社保有することが不可
欠と判断し、当該プログラムを同社
より譲り受けることとし、平成18年
２月28日に当該プログラムの譲受に
かかる契約を同社と締結いたしまし
た。 
(2)譲受金額 
300百万円 
(3)譲受年月日（予定） 
平成18年３月31日 
(4)譲受による影響 
平成18年６月期業績に与える影響は
軽微です。 
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(2）【その他】 
 該当事項はありません。 
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第６【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 
(1）有価証券報告書及びその添付書類 
 事業年度（第７期）（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日）平成18年９月25日関東財務局長に提出。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 
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独立監査人の中間監査報告書 

  平成18年３月20日 

株式会社イーコンテクスト  

  取締役会 御中      

  新日本監査法人  

 
指定社員 
業務執行社員 

  公認会計士 湯本 堅司  印 

 
指定社員 
業務執行社員 

  公認会計士 松尾 浩明  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社

イーコンテクストの平成17年7月1日から平成18年6月30日までの第7期事業年度の中間会計期間（平成17年7月1日から平成

17年12月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間キャッシュ・フロー計算書

について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務

諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社イーコンテクストの平成17年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成17年

7月1日から平成17年12月31日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと

認める。   

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上  

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており 
 ます。  
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独立監査人の中間監査報告書 

  平成19年３月15日 

株式会社イーコンテクスト  

  取締役会 御中      

  新日本監査法人  

 
指定社員 
業務執行社員 

  公認会計士 湯本 堅司  印 

 
指定社員 
業務執行社員 

  公認会計士 松尾 浩明  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社

イーコンテクストの平成18年7月1日から平成19年6月30日までの第8期事業年度の中間会計期間（平成18年7月1日から平成

18年12月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び

中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の

責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社イーコンテクストの平成18年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成18年

7月1日から平成18年12月31日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと

認める。   

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上  

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており 
 ます。  
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